
　

制度の目的

受給資格者

支給要件児童

（令和4年3月31日現在）

主な資格喪
失理由

(03)　児童扶養手当受給状況

(04)　児童手当支給状況
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0 1
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3 0
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他

2

1

人

制度の目的

受給資格者

支給対象児
童

0

20 0

9 4 7

主な資格喪
失理由

①日本国内に住所を有しなくなった　②他市町村へ転出　③支給要件児童と別居することとなった
④支給要件児童が児童福祉施設へ入所した　などが該当します。

児童手当法に基づき、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に手当が
支給されます。

①児童の父母　②未成年後見人　③父母指定者

15歳に達した年度末までの児童

特例給付

支出総額
（千円）

0

中学生

0
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4

33
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223
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（令和4年3月31日現在）

児童扶養手当法に基づき、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭生活の自立の促進による、
児童の福祉の増進を目的に児童の父母又は養育する者に支給されます。

①児童の父母　②養育者

①18歳に達した年度末までの児童　②20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童

①父母の婚姻　②施設入所（児童のみ※親子で入所した場合は喪失に当たらない）
③児童を監護しなくなった
④児童が18歳の年度末に達した又は20歳の誕生日を迎えた　などが該当します。
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